
○ 家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の設定

・農林水産大臣が、特定の家畜についてその飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべ
き基準(飼養衛生管理基準)を定めるとともに、家畜の所有者に当該基準の遵守を義務付け。
・飼養衛生管理の徹底は、食品の安全性を確保するための生産段階における取り組みともなる。

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定
衛生管理を徹底することで疾病を予防

卸売 小売業者 消費者食肉 食鳥処理 加 場と畜場 食鳥処理場 卸売・小売業者 消費者食肉・食鳥処理・加工場と畜場・食鳥処理場

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保
（と畜場法・食品衛生法）

○枝肉・部分肉・加工品の微生物汚染・増殖防止○病畜の廃棄（全部又は一部）
○枝肉の微生物汚染・増殖防止
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家畜の飼養者が家畜の衛生管理の方法に関し遵守すべき最低限の基準
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（家畜伝染病予防法）

１ 畜舎や器具の清掃、消毒

２ 畜舎に出入りする際の手指、作業衣等の消毒

３ 飼料や水への排せつ物等の混入防止

４ 導入家畜の隔離

５ 人や車両の出入り制限・消毒

６ 野生動物や害虫の侵入防止

７ 出荷の際の家畜の健康確認

８ 異常家畜の早期発見・早期受診

９ 過密な状態での家畜の飼養回避

１０ 伝染病に関する知識の習得



○ 家畜伝染病予防法に基づく特定家畜伝染病防疫指針の作成

・ 従来から、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止については、国がその対応方針を都道府県に通知。
・ 特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病に関して、国、地
方公共団体、関係機関等が連携して取り組む防疫措置のための指針（特定家畜伝染病防疫指針）を作成。

関係省庁
防疫活動協力

特定家畜伝染病防疫指針

口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラの４疾病について作成
（Ｈ１６．１２） （Ｈ１６．１１） （Ｈ１６．１１） （Ｈ１８．３）
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防疫措置協力

疫学調査



動物検疫の取組み

（１）目的

① 家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性疾

病の侵入防止。

② 狂犬病予防法や感染症法に基づく狂犬病等

の人獣共通感染症の侵入防止。

③ 水産資源保護法に基づく水産動物の伝染性

疾病の侵入防止。

（２）体制
東京出張所

【動物検疫所の配置と指定港】

係留施設を有する動物検疫所

動物の係留施設のない動物検疫所

動物検疫所を配置している場所（30箇所）

動物検疫所を設置していない指定港（67箇所）
北海道出張所

小樽分室
［指定港：93箇所（海港：53、空港：40）］

仙台空港出張所

小松出張所

胆振分室

門司支所

清水出張所

新潟空港出張所

博多出張所

千葉分室

羽田空港

岡山空港出張所

神戸支所

大阪出張所

広島空港出張所

注：二重枠は本所、太枠は支所

【家畜防疫官数、機関数の推移】

① 動物衛生課において海外情報を収集し、輸入

禁止措置、輸入時の衛生条件等の設定、対

日輸出施設の査察等を企画、実施。

② 動物検疫所（横浜に本所、全国に７支所、１６

出張所を設置し、３５６人の家畜防疫官を配置

)において、「家畜伝染病予防法」等に基づき

指定された港及び空港において輸出入動物

及び畜産物等の検査及び検査に基づく措置を

実施。
注：定員は年度末定員。

年度（平成）

家畜防疫官数（人）

機関数（か所）

15年

２９９

２４

16年

３１２

２４

17年

３１９

２４

18年

３２６

２４

19年

３３７

２４

20年

３４５

２４

21年

３５６

２４

（平成２３年１月現在）

関西空港支所

小松島出張所

中部空港支所

名古屋出張所

那覇空港出張所

沖縄支所

清水出張所博多出張所 羽田空港

高松空港分室

成田支所

動物検疫所（本所）

鹿児島空港出張所

福岡空港出張所
長崎空港出張所

川崎分室

四日市分室



清浄地域

輸 入 検 査 申 請

物検

指定施設

合意

輸入条件

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課

動物検疫所

輸入検査の流れ

悪性伝染病
発生地域

輸入検査

動物検疫のしくみ

輸入 輸出

牛・豚などの偶蹄類の動物 15日 ７日

馬 10日 ５日

鶏、うずら、きじ、ダチョウ、

ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
10日 ２日

初生ひな 14日 ２日

犬等
12時間以内
～180日 12時間以内

○検疫の対象となる動物のけい留期間

(1) 卵
(2) 骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、臓器

(3) 骨粉、肉粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉、臓器粉
(4) 生乳、精液、受精卵、未受精卵、糞、尿
(5) ハム、ソーセージ、ベーコン
(6) 穀物のわら及び飼料用の乾草

書類審査 現物検査または

精密検査

合

格
通関

不
合
格

返送

焼却

輸入禁止

臨床検査

～180日

猿 30日 ＊

兎など上記以外の動物 １日 １日

○検疫の対象となる畜産物（上記動物由来)等
＊法的規制なし



動物衛生課

法律名 概要

家畜伝染病予防法 家畜の伝染性疾病の発生予防、
家畜伝染病のまん延防止、輸出
入検疫等により、畜産の振興を
図る。

狂犬病予防法 狂犬病の発生の予防、撲滅等に
より、公衆衛生の向上及び公共
の福祉の増進を図る。

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関し必要な措
置を定めることにより 感染症の

動物衛生課の組織 動物衛生課関係法令

消 費 ・ 安 全 局

・総括・総務班

(国内関係)
・保健衛生班

動物衛 生 課

医療に関する法律
（感染症法）

置を定めることにより、感染症の
発生予防、まん延防止を図り、公
衆衛生の向上及び増進を図る。

家畜保健衛生所法 家畜の伝染病の予防、家畜の保
健衛生上必要な試験及び検査に
関する事務等を行うことにより、
地方における家畜衛生の向上を
図り畜産の振興に資する。

牛海綿状脳症対策特
別措置法

ＢＳＥの発生予防、まん延防止の
ための特別措置を定めること等
により、安全な牛肉の安定的な
供給体制を確立し、もって国民の
健康保護及び生産者、関連事業
者等の健全な発展を図る。

保健衛生班

・防疫企画班

・防疫業務班

国際衛生対策室

・検疫企画班

・検疫業務班

・国際衛生企画班

・国際獣疫班

・リスク分析班


